
   長野市立学校職員服務規程及び長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の 

   支給に関する規則の一部を改正する規則（案）要綱 

 

教育委員会事務局学校教育課 

 事   項      説                 明      

１ 改正の理由 

 

 長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（以下「条例」

という。）の一部改正等に伴い、改正するもの 

２ 改正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 主な内容は、次のとおり 

(1) 長野市立学校職員服務規程の一部改正（第１条関係） 

ア 条例の一部改正に伴う所要の条文整備を行う。 

イ 県費負担教職員に係る配偶者同行休業の申請手続について

定める。 

(2) 長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の一部改正（第２条関係） 

条例の一部改正に伴う所要の条文整備を行う。 

３ 施 行 期 日  公布の日から施行する。 

４ 審 議 状 況 

 

(1) 総 務 部 総 務 課 と の 協 議      ９月２６日    

(2) 教育委員会法規審査会の決定      ９月２９日    

 

協議３号 



   長野市立学校職員服務規程及び長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の 

   支給に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

 （長野市立学校職員服務規程の一部改正） 

第１条 長野市立学校職員服務規程（平成３年長野市教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

第16条第３項中「除く。」の次に「第26条の３を除き、」を加える。 

第24条第７項中「。次項から第11項までにおいて同じ」を削り、同条第15項中 

「、不妊治療休暇及び子育て部分休暇」を「及び不妊治療休暇」に改める。 

第26条の２の次に次の１条を加える。 

 （配偶者同行休業） 

第26条の３ 職員（市費負担の職員を除く。）は、配偶者同行休業（法第26条の６

の規定による配偶者同行休業をいう。）の承認又は期間の延長をしようとすると

きは、配偶者同行休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前

までに配偶者同行休業承認申請書（様式第30号の３）を校長を経由して教育委員

会に提出しなければならない。 

 

 （長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（平成21年長

野市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第11条第２項第３号中「勤務しなかった期間」の次に「及び長野市職員の勤務時

間及び休暇等に関する条例（昭和41年長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」と

いう。）第17条の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間」

を加え、同項第５号中「長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和41年

長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第16条」を「勤務時間条例第

17条」に、「及び介護時間」を「、介護時間及び子育て部分休暇」に改め、同項第

７号及び第８号中「第16条」を「第17条」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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長野市立学校職員服務規程 新旧対照表【第１条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市立学校職員服務規程 ○長野市立学校職員服務規程 

平成３年４月１日長野市教育委員会規則第３号 平成３年４月１日長野市教育委員会規則第３号 

（諸届） （諸届） 

第16条 略 第16条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市費負担の職員（市立高等学校の教育職員を除く。第26条の３を除き、

以下同じ。）について、第１項各号に掲げる事由が生じたときは、教育委

員会事務局の例により、届出等を行うものとする。 

３ 市費負担の職員（市立高等学校の教育職員を除く。以下同じ。）につい

て、第１項各号に掲げる事由が生じたときは、教育委員会事務局の例によ

り、届出等を行うものとする。 

（休暇等） （休暇等） 

第24条 略 第24条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 職員（市立高等学校の教育職員を除く。）は、不妊治療休暇の承認を受

けようとするときは、不妊治療休暇願（様式第18号の２）により、あらか

じめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、第１項ただ

し書及び第３項の規定を準用する。 

７ 職員（市立高等学校の教育職員を除く。次項から第11項までにおいて同

じ。）は、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、不妊治療休暇願

（様式第18号の２）により、あらかじめ校長の承認を受けなければならな

い。この場合において、第１項ただし書及び第３項の規定を準用する。 

８～14 略 ８～14 略 

15 市費負担の職員（第２項第３号に掲げる場合の特別休暇及び不妊治療休

暇の場合にあつては、市立高等学校の教育職員を含む。）の休暇又は欠勤

の承認等については、教育委員会事務局の例によるものとする。 

15 市費負担の職員（第２項第３号に掲げる場合の特別休暇、不妊治療休暇

及び子育て部分休暇の場合にあつては、市立高等学校の教育職員を含む。）

の休暇又は欠勤の承認等については、教育委員会事務局の例によるものと

する。 

第26条の２ 略 第26条の２ 略 

 （配偶者同行休業）  

第26条の３ 職員（市費負担の職員を除く。）は、配偶者同行休業（法第26

条の６の規定による配偶者同行休業をいう。）の承認又は期間の延長をし

ようとするときは、配偶者同行休業を開始しようとする日又はその期間の

末日の翌日の30日前までに配偶者同行休業承認申請書（様式第30号の３）

（新設） 
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改正後 改正前 

を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。 
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長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 新旧対照表【第２条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 ○長野市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 

平成21年11月30日長野市教育委員会規則第６号 平成21年11月30日長野市教育委員会規則第６号 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第７条～第10条 略 第７条～第10条 略 

第11条 略 第11条 略 

２ 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。 ２ 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務

しなかった期間及び長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭

和41年長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第17条の規

定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超

える場合には、その勤務しなかった全期間 

(３) 育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務

しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

(４) 略 (４) 略 

(５) 学校職員給与条例第15条の規定により給与を減額されていた期間

（勤務時間条例第17条の規定により介護休暇、介護時間及び子育て部分

休暇の承認を受けた場合並びに育児休業法第19条第１項の規定による部

分休業の承認を受けた場合を除く。） 

(５) 学校職員給与条例第15条の規定により給与を減額されていた期間

（長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和41年長野市条例

第17号。以下「勤務時間条例」という。）第16条の規定により介護休暇

及び介護時間の承認を受けた場合並びに育児休業法第19条第１項の規定

による部分休業の承認を受けた場合を除く。） 

(６) 略 (６) 略 

(７) 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しな

かった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務

しなかった全期間 

(７) 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しな

かった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務

しなかった全期間 

(８) 勤務時間条例第17条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しな

かった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

(８) 勤務時間条例第16条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しな

かった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

(９) 略 (９) 略 

３ 略 ３ 略 
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改正後 改正前 

第12条 略 第12条 略 

 



（様式第30号の３）（第26条の3関係） 

 
配偶者同行休業承認申請書                

年  月  日   
   長野県教育委員会     様 
 

所属名            
（所属コード        ） 
職 名            
氏 名            

（職員番号         ） 
  次のとおり配偶者同行休業を承認してください。 

１ 申 請 の 区 分           
□配偶者同行休業（２、３及び４に記入） 
□期間の延長  （２、３、５及び６に記入）（□再度の延長） 

２ 

申 

請 

に 

係 

る 

配 

偶 

者 

氏 名  

職 業  

 
申請時の所属先の
名称 
（所在地） （                      ） 

外 国 滞 在 の 事 由  

 

外国滞在中の所属
先の名称 
（所在地） （                      ） 

外国滞在の事由の
継続する期間 

   年  月  日から   年  月  日まで 

３ 職員及び配偶者の外国
滞在中の住所 （居所） 

 

４ 申  請  期  間    年  月  日から   年  月  日まで 

５ 延 長 の 期 間              年  月  日から   年  月  日まで 

 既に休業している期間 

 
年  月  日から  年  月  日まで  

６ 延 長 の 申 請 理 由  

７ 備        考  

 （備考）１ この申請書には、配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類を添付すること。 

     ２ 「３ 職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所）」欄は、申請時点で未定の場合に
は「未定」と記入し、申請期間の初日の前日までに外国滞在中の住所（居所）を定め、

報告すること。 

     ３ 「７ 備考」欄には、以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行
休業に係る配偶者の外国滞在の事由及び職員の休業期間その他参考となる事項を記入す
ること。 

４ 該当する□には、レ印を記入すること。 

うち、期間の再度の延長の場合における 

当初の休業の期間   年  月  日まで 

参 考 



長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について

１ 経過及び目的

（２）子育て部分休暇の新設

・国は、仕事と生活の両立支援制度の拡充に向け、令和６年５月24日に育児・介護休業
法を一部改正し、令和７年４月１日から子の看護休暇の拡充等を段階的に施行してい
る。

・これを受け、人事院は、令和６年８月８日付け「公務員人事管理に関する報告」にお
いて、国家公務員の「仕事と生活の両立支援の拡充」に係る施策を掲げ、上記の民間
労働法制の施行から遅れることなく実施することとした。

・本市においても、令和７年４月２日付け総務省自治行政局公務員部公務員課通知を踏
まえ、所要の措置を講じる。

・さらに、長野県の部分休業拡充制度を踏まえ、部分休業に係る子の対象年齢を拡大し、
新たに「子育て部分休暇」を設け、仕事と育児の両立・調和を一層推進する。

（１）部分休業の取得パターンの多様化

参考資料（協議第３号関係）

２ 部分休業に係る現行と改正後のイメージ

子の対象年齢（国・県との比較を含む）

（１）部分休業の取得パターンの多様化

【現行】

1h 1h

１日につき２時間の範囲内で、30分単位で取得
（正規の勤務時間の始め又は終わりに取得する必要あり）

【改正後】　※第１号又は第２号のいずれかを選択する

第１号 1h 1h

１日につき２時間の範囲内で、30分単位で取得
（正規の勤務時間の始め又は終わりに取得する必要なし）

第２号 ２ｈ以上（1日単位で取得することも可能）

１年につき10日相当の範囲内で、１時間単位で取得

終業始業

【正規職員】

国 (現行)育児時間

長野県 (現行)部分休業 (現行)子育て部分休暇

長野市 (現行)部分休業 （新設）子育て部分休暇

【会計年度任用職員】

国 (現行)育児時間 （拡大）育児時間

長野県 (現行)部分休業 （拡大）部分休業

(現行)部分休業 （拡大）部分休業

出生 小学校就学 小学３年生３歳

出生 小学校就学 小学３年生３歳

長野市

（２）子育て部分休暇の新設


